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提案理由 

 地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費が政務活動費に、調査研究活動が

調査研究その他の活動に改められたため、改正するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



秦野市条例第  号  

 

秦野市議会基本条例及び秦野市議会政務調査費の交付に関する条

例の一部を改正する条例 

  

（秦野市議会基本条例の一部改正） 

第１条 秦野市議会基本条例（平成２３年秦野市条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第９条第２項中「委員会においては、」を削る。 

第１７条の見出しを「（政務活動費）」に改め、同条第１項中「調査研究

活動」を「調査研究その他の活動」に、「秦野市議会政務調査費の交付に関

する条例（平成１３年秦野市条例第１７号）」を「秦野市議会政務活動費の

交付に関する条例（平成１３年秦野市条例第１７号）」に、「政務調査費」

を「政務活動費」に改め、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に

改める。 

 （秦野市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正） 

第２条 秦野市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１３年秦野市条例第

１７号）の一部を次のように改正する。 

題名中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

第１条中「第１００条第１４項及び第１５項」を「第１００条第１４項か

ら第１６項まで」に、「調査研究」を「調査研究その他の活動」に、「政務

調査費」を「政務活動費」に改める。 

第２条（見出しを含む。）、第３条（見出しを含む。）、第４条（見出し

を含む。）、第５条第１項、第６条（見出しを含む。）、第７条、第８条

（見出しを含む。）、第９条（見出しを含む。）及び第１０条中「政務調査

費」を「政務活動費」に改める。 

第１１条第１項各号列記以外の部分を次のように改める。 

政務活動費の交付を受けた会派又は無所属議員は、別表で定める研究・

研修、調査、広報、広聴、相談、要請、陳情並びに各種会議への参加等市

政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費に

政務活動費を充てなければならない。ただし、次に掲げる経費には、政務

活動費を充てることができない。 



第１１条第１項第５号中「調査研究活動」を「調査研究その他の活動」に

改め、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

第１２条第１項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第２項中

「政務調査費」を「政務活動費」に、「提出されなければならない」を「提

出しなければならない」に改める。 

第１３条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条中「政

務調査費」を「政務活動費」に、「調査研究活動」を「調査研究その他の活

動」に改める。 

第１４条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

第１６条を第１７条とする。 

第１５条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第１６条とし、

第１４条の次に次の１条を加える。 

（透明性の確保） 

第１５条 議長は、収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活

動の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとす

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第１１条関係） 

項目 内容 

調査研究費 議案等の審議、市政に関する施策等についての調査研究に要

するものとして、次に掲げる経費 

１ 研究・研修費 研究会又は研修会の開催又は参加に要する

経費 

２ 調査旅費 先進地調査又は現地調査に要する経費 

３ 資料作成費 資料作成に要する経費 

４ 資料購入費 図書、資料等の購入に要する経費 

会議費 各種会議の開催、他の団体等が開催する意見交換会等各種会

議への参加に要する経費 

広報費 市政に対する市民の意思を的確に収集し、及び把握するため

の前提として、調査研究その他の活動若しくは議会活動又は市

政について、市民に報告し、又は広報活動をするために要する

経費 



広聴費 市政及び議会活動に対する要望、意見の聴取、住民相談の活

動に要する経費 

要請・陳情

活動費 

要請、陳情活動を行うために必要な経費 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

（政務調査費に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の秦野市政務活動費の交付に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの

条例による改正前の秦野市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付

された政務調査費については、なお従前の例による。 

 


